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（
財
政
金
融
委
員
会
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
経
済
の
好
循
環
の
確
立
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
低
所
得
者
へ
の
配
慮
、
少
子
化
対
策
・
教
育
再
生
、
地

方
創
生
の
推
進
、
国
際
課
税
の
枠
組
み
の
再
構
築
、
震
災
か
ら
の
復
興
支
援
等
の
観
点
か
ら
、
国
税
に
関
し
、
所
要
の
施
策
を

一
体
と
し
て
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
経
済
の
好
循
環
の
確
立

１

法
人
税
率
に
つ
い
て
、
現
行
の
二
十
三
・
九
％
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
は
二
十
三
・
四
％
へ
、
平
成
三
十
年
度
は
二
十

三
・
二
％
へ
引
き
下
げ
る
。

２

欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度
に
つ
い
て
、
法
人
税
改
革
の
加
速
に
伴
う
企
業
経
営
へ
の
影
響
を
平
準
化
す
る
た
め
、
大
法

人
に
係
る
控
除
限
度
（
現
行
は
所
得
の
六
十
五
％
）
を
、
平
成
二
十
八
年
度
は
所
得
の
六
十
％
、
平
成
二
十
九
年
度
は
所

得
の
五
十
五
％
と
す
る
見
直
し
等
を
行
う
。

二
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
低
所
得
者
へ
の
配
慮
等

１

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
を
導
入
す
る
。
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①

軽
減
税
率
対
象
品
目
は
、
「
酒
類
及
び
外
食
を
除
く
飲
食
料
品
」
及
び
「
週
二
回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞
の
定
期
購

読
料
」
と
す
る
。

②

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
税
率
は
八
％
（
う
ち
国
分
は
六
・
二
四
％
）
、
標
準
税
率
は
十
％
（
う
ち
国
分
は
七
・
八

％
）
と
す
る
。

２

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
を
導
入
す
る
。

３

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
四
年
間
は
事
業
者
の
準
備
等
の
執

行
可
能
性
に
配
慮
し
、
簡
素
な
方
法
（
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
及
び
税
額
計
算
の
特
例
）
を
導
入
す
る
。

４

軽
減
税
率
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
同
制
度
の
円
滑
な
導
入
・
運

用
等
の
た
め
、
必
要
な
措
置
等
を
講
ず
る
旨
を
規
定
す
る
。

三
、
少
子
化
対
策
・
教
育
再
生

１

世
代
間
の
助
け
合
い
に
よ
る
子
育
て
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
三
世
代
同
居
に
対
応
し
た
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
し
、

借
入
金
を
利
用
し
て
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
っ
た
場
合
又
は
自
己
資
金
で
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
っ
た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
を
創

設
す
る
。
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２

公
益
活
動
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
一
定
の
公
益
性
が
担
保
さ
れ
、
個
人
寄
附
に
係
る
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
る

法
人
に
つ
い
て
、
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
た
め
に
必
要
な
寄
附
者
数
の
要
件
を
事
業
規
模
に
応
じ
て
緩
和
す
る
見
直
し

等
を
行
う
。

四
、
地
方
創
生
の
推
進

１

地
方
公
共
団
体
が
行
う
地
方
創
生
事
業
を
国
が
認
定
す
る
枠
組
み
の
下
で
、
認
定
事
業
に
対
す
る
企
業
の
寄
附
金
額
の

一
部
を
税
額
控
除
す
る
制
度
（
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
）
を
創
設
す
る
。

２

外
国
人
旅
行
者
に
よ
る
旅
行
消
費
の
経
済
効
果
を
地
方
に
波
及
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
免
税
販
売
の
対
象
と
な
る
一
般
物

品
の
購
入
下
限
額
の
引
下
げ
な
ど
、
外
国
人
旅
行
者
向
け
消
費
税
免
税
制
度
の
拡
充
等
を
行
う
。

五
、
国
際
課
税
の
枠
組
み
の
再
構
築

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
勧
告
を
踏
ま
え
、
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
内
取
引
を
通
じ
た
所
得
の
海
外

移
転
に
対
し
て
適
正
な
課
税
を
実
現
す
る
た
め
、
多
国
籍
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
・
納
税
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
制

度
の
創
設
等
を
行
う
。

六
、
震
災
か
ら
の
復
興
支
援
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復
興
整
備
事
業
の
実
施
区
域
内
の
地
権
者
が
、
被
災
関
連
市
町
村
か
ら
特
定
の
交
換
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お

い
て
、
土
地
の
所
有
権
の
移
転
登
記
に
対
す
る
登
録
免
許
税
を
免
税
と
す
る
特
例
の
創
設
等
を
行
う
。

七
、
そ
の
他

１

国
税
の
納
付
手
段
の
多
様
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
国
税
の
納
付

を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。

２

適
用
期
限
の
到
来
す
る
租
税
特
別
措
置
の
延
長
、
既
存
の
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
。

八
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
二
十
八
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
八
百
八
十
億
円
で
あ
る
。


